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第１章 避難所運営マニュアル作成の指針の概要 

１． 「避難所運営マニュアル作成の指針」の目的 

大規模な災害が発生し、住家の倒壊等により自宅での生活が困難となった場合には、多くの市民が避

難所で生活することを余儀なくされます。誰もが不安やストレスなく安全に過ごすことができるよう

に、円滑に避難所を運営していくために、地域住民が協力して主体的に運営することが求められていま

す。 

さらに、避難所は、避難してきた住民のほか、避難所周辺の避難所外避難者（在宅避難者等）への地

域の支援拠点としての役割もあります。 

これらを踏まえ、発災後における避難所運営体制を迅速に確立するために、避難所ごとに具体的な手順

等についてマニュアルを作成し、あらかじめ関係者が共通の認識を深めておく必要があります。 

このため、市では、避難所運営に係る方向性及び標準例を「避難所運営マニュアル作成の指針」（以下、

「本指針」という。）で示し、各避難所では、本指針を踏まえ、それぞれの状況に応じてマニュアルを作

成することとしています。 

２． 構成 

本指針は、以下のとおり構成されています。 

項目 内容 

第１章 避難所運営マニュアル作成の指針の概要 
本指針の構成や位置づけ、他のマニュアルとの関

係 

第２章 避難所運営マニュアル作成の概要 
マニュアルの構成、用語の定義、避難所の目的・

機能・役割、避難所の管理・運営の組織 

第３章 避難所運営マニュアルの作成 
マニュアル作成上の留意点、作成体制、作成に係

る会議、作成後の活動 

避難所運営マニュアル（標準例） 

市の避難所運営の基本的な考えを反映し、標準例

を作成している。各地区で作成するマニュアルは

標準例の内容に即すよう作成する。（体裁や構成

を除く。） 

３． 指針に基づくマニュアル等 

指針に基づき作成するマニュアル等については、以下のとおりです。 

マニュアル名 概要 

避難所管理運営マニュアル作成の指針【増補版】

（新型コロナウイルス感染症対策編）」（令和２

年８月策定） 

本指針の増補版として、避難所における新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大への対応を加えた

マニュアルの指針 

避難所開設ファーストアクションカード（令和７

年２月策定）※標準例 

効率的かつ効果的な避難所開設を実現し、初動期

の混乱を乗り切るために必要最低限の活動内容

を指示したアクションカードを作成した。このア

クションカードは、本指針に基づいており、発災
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初期の避難所開設の手順を簡易化している。 

また、発災時においては、アクションカードの標

準例を参考に各地区で作成したアクションカー

ドを実際に確認しながら、避難所開設に向けて活

動していく。詳細部分については適宜、各地区の

避難所運営マニュアルを参照する。 

４． 避難所管理運営マニュアル作成の指針（新型コロナウイルス感染症対策編）の取扱い  

令和２年８月に、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所管理運営マニュアルとして、「避難

所管理運営マニュアル作成の指針（新型コロナウイルス感染症対策編）」を、本指針の増補版として策定

しました。 

新型コロナウイルス感染症は、令和５年５月から感染症法上の位置付けが５類感染症になりましたが、

日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねることが基本とな

ります。 

一方で、新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた基本的感染対策は、今後同類の感染症が流行した

場合や、様々な感染症に対しても引き続き有効であること、高齢者など重症化リスクの高い方は、不特定

多数の者が多くいる場所や、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効であること、避難所の

レイアウト例については、避難所における感染対策の実施及び生活環境の向上を図る上で有効です。 

以上のことから、引き続き、新型コロナウイルス感染症を踏まえた市の指針（新型コロナウイルス感染

症対策編）に基づき、各地区において感染症対策に係るマニュアルを作成するとともに、本指針に基づい

て作成・修正された各地区の避難所運営マニュアルと併せて活用していきます。 

また、新型コロナウイルス感染症対策編の指針に基づいて作成された各地区の避難所運営マニュアル

は、主に、新型コロナウイルス感染症等の感染法上の位置付けが「新型インフルエンザ等感染症（いわゆ

る２類相当）」となっており、感染症法の分類で特別な特定（「自宅療養者」や「濃厚接触者」）がある

場合に活用することを原則とします。今後、国や都から感染症対策に係る指針やガイドラインが示された

場合は、その指針等に従い対応していきます。 

５． （参考）小平市福祉避難所運営マニュアル作成のためのガイドラインについて 

大規模な災害が発生した場合、高齢者や障がい者等の要配慮者は、小・中学校の体育館等の一次避難所

では、生活が困難となる恐れがあることから、配慮が必要な方を対象とした福祉避難所での受入れが想定

されます。 

市では、地域センターなどの市の施設に加え、民間の介護保険施設等と「災害時における福祉避難所の

設置運営に関する協定」を締結し、要配慮者のための受入れ先として、福祉避難所の指定を進めてきまし

た。災害時に福祉避難所の開設・運営を迅速かつ円滑に行うためには、施設関係者の理解や協力が不可欠

となります。 

本ガイドラインは、福祉避難所の開設・運営に関し、平常時及び災害時における市及び施設関係者の取

組や行動について、基本的な事項をまとめたものです。各施設においては本ガイドラインを参考にしなが

ら、それぞれの施設の特性や実情を踏まえたマニュアルを整備しています。 
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第２章 避難所運営マニュアル作成の概要 

１． 構成 

マニュアルの一般的な構成は以下のとおりです。 

 

１ 避難所運営の事前対策 

避難所運営の機能及び役割、組織的に避難所運営を行うための避難所運営委員会の設置等について

記載します。 

（１）避難所の概要 

（２）避難所の機能と役割 

（３）避難所運営の体制について 

 

２ 避難所運営の時間経過による流れ 

避難所運営の状況は、時間の経過によって大きく異なります。また、それぞれの時期に特有な運営

課題が発生します。以下の４つの時間に区分して必要な業務等について記載します。 

（１）地震等の災害発生から概ね２４時間程度 

避難所施設の安全を確保し、住民主体の避難所運営に向けた準備となる期間です。 

（２）災害発生後２日目～３日目程度 

避難者が本格的な避難所運営を開始し、避難所ルールに従った生活の安定を確立する時期です。 

（３）災害発生後４日目～７日目程度 

避難生活の長期化に伴い、避難者の要望が多様化する時期です。一方、避難者が減少してくるた

め、避難所運営体制を再構築する時期です。 

（４）撤収期（日常生活が再開可能となったとき） 

電気・ガス・水道等のライフラインが回復し、日常生活が再開可能となるため、避難所生活が不

要となります。 

また、自立が困難な避難者には、住居や生活の支援体制が必要となります。 

２． 用語の定義 

 

用語 説明 

いっとき避難場所 火災等の発生により、このままでは自分に危険が及ぶと判断した場合に、公的

避難指示又は救護、援助を受けるためにまず避難し、様子を見る場所のこと。

小・中学校のグラウンドなどを指定しています。 

広域避難場所 火災が拡大し、いっとき避難場所では危険があると判断される場合などに、輻

射熱や煙から身を守ることができる場所のこと。小金井公園、小平霊園、中央

公園などを指定しています。 

避難所 地震等による家屋の倒壊、焼失などで被害を受けた者又は現に被害を受けるお

それのある者を一時的に受け入れ、保護するための場所で、学校や公民館など

公共施設等を指定しています。 

避難所の指定基準は、おおむね次のとおりです。 
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・耐震・耐火・鉄筋構造を備えた公共建物など(学校、公民館など)を利用す

る。 

・避難所に受け入れる避難者数は、おおむね居室３．３ ㎡当たり２人を想定

しているが、東京都避難所運営指針（令和７年３月策定）に基づき、避難所避

難者１人当たりの居住スペースを３．５㎡以上確保することを目指す（スフィ

ア基準に準拠）。 

福祉避難所 要配慮者を一時的に受け入れ、保護するための場所で、地域センターなどを指

定しています。基本的には、バリアフリー化が施されている施設を指定してい

ます。 

要配慮者 発災前の備え、発災時の避難行動、避難後の生活などの各段階において特に配

慮を要する人をいい、具体的には、高齢者、障がい者、外国人、難病患者、乳

幼児、妊産婦等が考えられます。 

避難行動要支援者 要配慮者のうち、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する人を

いいます。 

市が作成する避難行動要支援者登録名簿の対象となる方で、主に次のような方

です。 

・介護保険における要介護３以上の認定を受けている方 

・身体障害者手帳１・２級の交付を受けている方 

・愛の手帳１・２度の交付を受けている方 

・精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている方 

・７５歳以上の一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯、日中等に独居になる方 

・小児慢性特定疾病の患者（児） 

・その他支援が必要な、一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、軽度の障がい

者 

避難所避難者 地震等による家屋の倒壊、焼失などで被害を受け、生活の場として避難所に滞

在する避難者のことをいいます。 

避難所外避難者 避難所に滞在することができない避難者のことをいいます。本指針では、具体

的には、在宅避難者、車中泊者、テント泊者等を指します。 

在宅避難者 単に災害時に自宅等で生活を行っている人を広く指すものではなく、災害によ

るガスや水道といったインフラの途絶や物流網の途絶、家屋への被害等のた

め、自らの備蓄を利用し、あるいは何らかの支援を受けて避難生活を送る人を

いいます。 

避難情報 災害が発生し、又はそのおそれがある場合に、住民に対して避難を呼びかける

ものです。 

・高齢者等避難（警戒レベル３）：住民に避難準備を呼びかけるとともに、要

配慮者及びその支援者に対して避難行動を開始するよう促すものです。 

・避難指示（警戒レベル４）：危険な場所から全員避難するよう指示するもの

です。 

・緊急安全確保（警戒レベル５）：災害が発生又は切迫している状況で、立退

き避難することでかえって危険が及ぶおそれがあり、かつ事態に照らし緊急を
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要すると認めたときに、緊急に安全を確保するための措置を指示するもので

す。 

警戒区域 災害が発生し又は差し迫っていて、危険を防止するため特に必要があると認め

た場合には、市長は、その区域を「警戒区域」として指定し、住民の立入を制

限し若しくは禁止し、又は退去を命じます。 

避難所開設準備委員

会 

平常時から避難所運営について協議し、避難所運営マニュアルの作成や避難所

開設訓練等を通じて避難所運営のルールを確認する、近隣自治会や自主防災組

織等の代表者、施設関係者、施設管理者、市職員などで構成する組織です。名

称や構成員は、地区により異なることがあります。 

初期避難所運営組織 市職員、施設管理者、避難所開設準備委員会、初期避難者等で構成され、発災

直後から避難所運営委員会が設置されるまでの間活動する避難所開設・運営に

係る応急的な組織です。 

避難所運営委員会 発災後に設置され、避難所の運営を自主的に協議し決定するための組織であ

り、主に避難所を利用する者で構成する運営機関です。 

避難所施設管理者 避難所施設管理者とは、各施設の施設管理者（学校の場合は学校長）のことを

いいます。避難所施設管理者は、発災後に施設確認・復旧を行うとともに、施

設及び設備を提供し、避難所運営に積極的に協力するものとします。 

避難所管理者 発災後、各避難所で従事する市職員の代表者のことをいいます。災害対策本部

との連絡調整のほか、施設管理者や避難所運営委員会等と連携しながら、避難

所の開設・閉鎖・各種支援等を行います。 

災害対策本部 災害時に市長を本部長として市役所本庁舎に設置され、市域の災害対応全般に

当たる組織で、市職員を介して、避難所の設備や物資、情報など必要なもの全

てについて、後方から支援に当たる機関です。 

初動地区隊（緊急初

動要員） 

市職員（１隊あたり５人程度）で構成される隊で、市域において震度６弱以上

の地震が発生した場合に、いち早く指定された参集場所（市立小・中学校等）

に参集し、地域の防災連絡所を開設し、初動活動を実施する緊急初動要員をい

います。 

災害ボランティア 災害時に、市内外から、その能力や時間などを自発的に無報酬で提供する個人

及び団体とし、災害ボランティアセンター（以下「災害ボラセン」という）で

のボランティア登録によって、はじめて災害ボランティアとなる。 

なお、団体とは具体的にＮＰＯ・ＮＧＯ・ボランティア団体・企業等が想定さ

れる。 
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《ボランティアの区分》 

一 般 

ボランティア 

居住地 被災地以外 専門知識・技術や経験、年齢性別に関係な

く、労力・物資・場所・情報等を提供す

る。 

活動対象場所 市内全域 

登録受付 災害ボラセン 

地 域 住 民 

ボランティア 

居住地 被災地 被災地の居住者であって、その地域の避難

所等での活動を行う。専門知識・技術や経

験、年齢性別に関係なく、労力・物資・場

所・情報等を提供する。 

※災害ボラセンでの登録を必要としない。 

活動対象場所 
居住地域内の避難

所及びその周辺 

登録受付 避難所 

専 門 

ボランティア 

居住地 被災地以外 

医師・看護師、赤十字奉仕団、消防活動支援、

被災建築物の応急危険度判定士など、専門的

な知識や技能を有する。 

※災害ボラセン対象外 

ただし、大工、調理等のスキルを有する

ボランティアについては、災害ボラセンの

対象とする。 

また、語学のスキルを有するボランティ

アについては、災害時外国人支援センター

（小平市国際交流協会）での登録対象とす

る。 

活動対象場所 市内全域 

登録受付 各機関等 

３． 避難所の概要 

１ 避難所の目的 

避難所は、災害時に、市が被災者に安全と安心の場を提供すること、及び避難者自らがお互いに励

まし合い、助け合いながら生活再建に向けての次の一歩を踏みだす場を創出することを目的として設

置します。 

避難所として使用する施設には、本来別の用途があります。避難所はあくまでも避難者を一時的に

受け入れ、必要最低限の生活を支援する場です。 

 

２ 対象とする避難者 

 原則、次に掲げる者を対象とします。 

（１）災害によって現に被害を受けた者 

・家屋の倒壊等により、自宅では生活できない者 

・ライフラインの被害等により、自宅では生活できない者 

（２）災害によって現に被害を受けるおそれがある者 

・市長が発令する避難情報の対象となる者 

・市長が発令する避難情報の対象となる者ではないが、緊急に避難する必要がある者 
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３ 避難所の機能及び役割 

避難所は、災害時等において、被災者の生命の安全を確保する避難施設として、また、一時的に生

活する施設として重要な役割を果たします。 

なお、災害救助法により、避難所の設置は災害発生から７日以内とされています。 

 

４ 運営の体制 

避難所の管理・運営は、市職員、学校教職員、避難者、ボランティア、地域住民など様々な主体が

関係することから、役割分担を明確にすることが必要です。そのため相互に連携し、協力し合ってい

くための運営組織が必要となります。 

 役割分担等については、避難所運営マニュアル（標準例）に示している、「主な役割・避難所運営

委員会の立ち上げ」を参照ください（Ｐ．１６）。 

 

５ 避難所運営に係る留意事項 

（１）災害発生直後は、生命の安全確保を最優先します。 

（２）帰宅困難者については、原則として避難所運営マニュアルで規定する避難者には該当しません

（帰宅困難者は、原則、開設された一時滞在施設に避難します。ただし、移動により救助活動等に

支障を生じさせる可能性がある場合には、一時的に避難所に滞在させます。）。 

（３）災害発生後ある程度落ち着くと、家屋の被害や、電気・ガス・水道などのライフラインの機能低

下により自宅での生活ができなくなった被災者に対して、生活場所の提供を行います。併せて、

水・食料・生活必需品の配布による生活支援を行います。また、必要に応じて、避難所外避難者に

対しても物資の配布等サービスが受けられるようにします（＝支援物資等の配布拠点）。 

（４）避難所生活が継続した場合、健康の確保、衛生的環境の提供、各種支援情報の提供、コミュニテ

ィ支援の場となります。 

（５）生活支援の主な内容については、避難所運営マニュアル（標準例）に示している、「避難所で提

供する生活支援の主な内容」を参照ください（Ｐ．１５）。 

（６）避難所で提供するサービスはあくまでも一時的なものです。サービス過剰となると、避難所から 

の自立が困難となる人々が発生する場合もあり、かえって被災者の生活再建の妨げになりかねない

点に留意する必要があります。 

（７）避難所で提供するサービスは、単なる被災者への生活の場の提供ではなく、生活再建と復興への

支援でもあります。 

（８）避難所は、ライフラインの復旧や仮設住宅等への入居開始となった場合、速やかに閉鎖します。 
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第３章 避難所運営マニュアルの作成 

被災後、迅速に避難所を開設し、運営体制を確立するためには、具体的な手順等についてマニュアル

を作成し、あらかじめ関係者が共通の認識を深めておく必要があります。 

 また、市職員や施設管理者などがすぐに参集できるとは限らないため、当該マニュアルの使用者は、

避難者や地域住民であることを想定し、なるべく簡易でわかりやすいものにします。 

 

１． マニュアル作成上の留意点 

マニュアルの策定に際しては、以下のことに留意してください。 

 

・運営に関する具体的な手順等について、マニュアルとして策定します。誰が見てもわかるよう、簡易

でわかりやすいものを作成してください。 

・避難所は、地域住民が協力し合って運営していくため、地域内の多様な住民の意見を反映したマニュ

アルを作成することが重要です。要配慮者や女性の参加を積極的に推進してください。 

・児童・生徒の役割について検討することも有効です。 

・マニュアル（最終案）を作成した際には、市防災危機管理課に連絡してください。防災危機管理課に

おいて内容の確認ができ次第、マニュアルは完成となります。 

・避難所運営委員会は、避難所の運営本部としての機能を有する組織となります。 

・本格的な避難所運営組織が設置されるまでは、市の緊急初動要員や施設管理者（教職員など）、初期

避難者、地域住民（自治会、自主防災組織など）で、応急的な初期避難所運営組織を設置し、対応し

ます。そのための体制についても、事前に検討しておく必要があります。 

・マニュアルの実効性を確認し、改善を図るため、訓練を繰り返し、修正等を加えていく必要がありま

す。マニュアルを修正する場合には、市防災危機管理課に連絡してください。 

２． マニュアル作成の手順 

１ 避難所開設準備委員会の立ち上げ 

 

（１）設置目的 

大規模地震等の災害発生時に、避難所が秩序ある生活拠点として機能するよう、事前に避難所運

営に関わる組織を設置し、避難所の運営体制の確立を図ることを目的としています。 

（２）設置単位 

   避難所となる施設ごとに避難所開設準備委員会を設置します。 

（３）構成員 

自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員、施設管理者、ＰＴＡ・地域教育コーディネーター

（学校の場合）、青少年対策地区委員会、ボランティア団体など、地域で活動する団体等など。市

職員は会議に参加するなど積極的に協力します。 

様々な視点から避難所運営について検討するため、女性や性的マイノリティの方、要配慮者の参

画を積極的に求めていきます。メンバーの４割以上は女性とします。こどもの意見も聴いて、マニ

ュアルを作成していきます。 

※警察署、消防署、消防団、地域の福祉施設などにも参加をお願いします。 
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（４）役割 

速やかに避難所を開設できるよう、避難所の安全確認、解錠などの初期対応の役割分担を決める

とともに、区域設定、避難所生活のルールなどを事前に調整しておきます。 

また、避難所開設後は、避難者を中心とした自主的な運営組織が立ち上がるまで、災害対策本部

との連絡調整事項についての協議や避難所内でのルールの決定・変更、避難所での課題・問題への

対処などを行います。 

（５）会議の進め方 

   会議を円滑に進めるため、進行役として委員長１名、副委員長２名程度を選出します。 

   進行役には、男女を配し、様々な視点からの意見を反映できるよう努めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ マニュアルの作成に向けた検討 

  マニュアルを作成するに当たって、次のような検討を行います。 

 

（１）避難所の利用ルール検討 

   消灯時間や物資の配給など、基本的な利用のルールを検討し、併せて具体的な作業手順を検討し

ます。 

（２）班係の体制構築 

   避難所での業務を効率よく行うため、班・係の体制を構築します（＝避難所運営委員会）。 

   その際、一部の避難者に負担が集中しないよう、また、性別による固定的な役割分担を行わない

よう十分留意します。 

   ※組織図については、避難所運営マニュアル（標準例）に示している、「避難所運営のための組

織図例」を参照ください（Ｐ．１７）。 

委員長・副委員長 

市（協力） 

・防災危機管理課 

・緊急初動要員 

・避難班  など 

地域住民 

・自治会 

・自主防災組織 

・青少年対策地区委員会 

・民生委員・児童委員 

・要配慮者及び関係団体 

・ボランティア団体   など 

施設管理者（協力） 

・教職員  など 

オブザーバー 

・警察署、消防署、消防団 

・地域の社会福祉施設 

 など 
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※避難所を利用する者（避難者や地域住民（自治会、自主防災組織など））が主体となって避難

所運営を行います。 

※必要に応じて、班の中に係や組を作り、活動します。 

※避難所で物資の配給のみ利用する避難所外避難者も避難所業務を担う必要があるため、適切な

役割を検討し、必要に応じて班等を構成します。 

※主な班の業務内容について、避難所運営マニュアル（標準例）に示している、「【避難所運営

委員会（各班等）の主な業務内容（参考）】」を参照ください（Ｐ．３１）。参照先の構成は

参考ですので、地域の実情に応じて体制を構築してください。 

   また、避難所運営委員会（各班等）の具体的な業務内容についても、避難所運営マニュアル（標

準例）に示しているものを参照ください（Ｐ．３２～４５）。 

（３）時系列に沿った避難所運営上の課題の抽出、検討 

発災直後、２４時間後、３日後、１週間後など、時系列に応じた運営上の課題を検討します。 

なお、避難所の開設は原則として７日間以内ですが、被害の状況により長期化することも想定さ

れます。 

※避難所運営の流れについては、避難所運営マニュアル（標準例）に示している、「避難所運営の

大まかな流れ」を参照ください（Ｐ．１８）。 

（４）施設の利用範囲、施設内備品の活用検討 

平面図などを基に、施設内で利用できるスペースや備品類を確認します。 

また、施設内や周辺の危険箇所を確認します。 

【確認内容】 

・屋内・屋外について、施設本来の目的で使用する部分、避難所として利用可能な部分、共用

可能な部分 

・防災倉庫内の資器材等の種類、数量 

・施設が提供可能な備品、機器類の保管場所や使用方法 

・災害等により、危険箇所になりやすい場所 

・通路や物資運搬経路となりうる場所 

   日中だけでなく、夜間の状態も確認し、また、降雨や降雪、余震なども念頭に置きます。 

※現地確認を行ったうえで、利用スペースを検討します。 

（５）避難所に必要なスペースの検討 

   避難所を運営していく上で、必要となるスペースを検討し、レイアウト図（案）を作成します。 

   ※避難所に必要なスペースの例については、避難所運営マニュアル（標準例）に示している、

「避難所内に設けるスペース（例）」及び「レイアウト図（案）～体育館などの場合～」を参

照ください（Ｐ．２３、２４）。 

 

３ 初期避難所運営組織の体制検討 

災害発生直後は、市の緊急初動要員や施設管理者（教職員等）、避難所開設準備委員会、避難者等

により、応急的な初期避難所運営組織を設置し、活動します。平常時からその体制を検討しておく必

要があります。 

  事前に役員などを決めておきますが、災害発生時に全員が参集できるとは限らないため、必ず複数

名決めておいてください。 
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３． マニュアル作成後の活動～検証・改善～ 

マニュアル作成後は、定期的に避難所運営訓練を行い、マニュアルを検証します。訓練を通じて各種

業務への習熟を図るとともに、避難所運営に関する課題を抽出し、マニュアルの改善を図ります。 

 

１ マニュアル検証のための訓練の実施 

災害時に早急に活動する体制がとられるよう、避難所運営マニュアルに基づいた訓練を行います。 

訓練の実施結果を反映し、より実効性のあるマニュアルとなるよう必要な修正を行います。訓練によ

る検証と修正を繰り返すことにより、マニュアルがより効率的なものとなります。 

 

２ 訓練内容 

  様々な訓練を組み合わせて実施します。 

なお、訓練は実際に避難所として利用する施設で行います。 

（１）避難所安全確認訓練 

休日や夜間等、施設管理者や市職員の到着が遅れた場合を想定し、施設の安全確認、避難者の受入

れ準備等を行います。 

なお、施設の安全確認は、建築の有資格者(建築士・応急危険度判定士)が実施することを原則とし

ますが、万一の場合に備え、初期避難所運営組織のメンバーも簡易判定ができるよう安全点検チェッ

クシートを使用しての判定方法を学びます。 

※施設の解錠は、施設管理者（施設職員等含む）又は市職員が行います。 

（２）資器材の設置訓練 

災害用特設公衆電話等通信機器、掲示板、ワンタッチパーティション（間仕切り）、多目的簡易ベ

ッド等、避難所運営に必要な資器材の設置を行います。 

（３）避難所開設・受入れ訓練 

避難所施設の利用計画やレイアウト図に基づき、避難所を開設します。 

また、避難者の誘導・受付を行います（避難者名簿の配布・記入）。 

避難所の開設手順やスペースの配置を中心に訓練し、利用上の問題点を検討・修正します。 

（４）貯水槽等からの給水訓練 

水道水が使用できない場合を想定し、貯水槽や避難所応急給水栓及び消火栓からの飲料水給水訓

練を行います。 

  ※消火栓からの応急給水訓練は、実施できない施設があります。必ず市（防災危機管理課）に事前に

確認してください。 

（５）仮設トイレ組立て訓練 

トイレの不足などに備え、災害用組立トイレの設置訓練を行います。組立トイレや使い捨てトイレ

（既設トイレを使用する物もあり）等、様々なタイプの災害用トイレがあります。 

下水道管に損傷がない場合は、排泄物を流すことができるので、トイレの組立と合わせて水の確保

についても訓練を検討します（プールや震災対策用井戸などから生活用水を調達します）。 

（６）救護訓練、福祉避難所や救護所、病院等への搬送訓練 

応急手当や車椅子の移動など、要配慮者や避難行動要支援者の対応訓練を行います。なお、特別な

配慮が必要となる避難行動要支援者は、福祉避難所が開設された場合は移送することもあります。 
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（７）避難所生活訓練 

備蓄品を活用し、避難所での生活や宿泊訓練を行います。 

（８）炊き出し訓練 

アルファ化米による炊き出しなどを行います。 

（９）ボランティアの受入れ訓練 

避難所運営等に協力するボランティアの要請や受入の訓練を行います。 
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避難所運営マニュアル（標準例） 
 

 

 

 

 

 

 

※このマニュアル（標準例）は、市が想定する避難所運営の基本的な考えを反映し作成しています。

そのため、各地区で作成するマニュアルは、本標準例の内容に即すよう作成します。 

（体裁や構成除く。） 
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第１章 避難所運営マニュアル作成の目的 

 このマニュアルは、大規模な災害が発生し、○○が避難所となった場合の基本原則を定めるものであ

る。 

 大規模な災害が発生した場合には、家屋の倒壊やライフラインの途絶等により、自宅での生活が困難

となった多くの市民が避難所で生活することが予想される。 

過去の災害の教訓から、大規模災害時には行政主体の避難所運営は極めて困難であり、避難者や地域

住民等による自主運営組織の重要性が明らかとなっている。災害時、迅速に避難所運営体制を確立し、

円滑な運営につなげていくためには、「いつ」「誰が」「何を」行うかといった役割分担等を明確に

し、関係者全員の共通理解を得ておくことが重要である。そのため、関係者による訓練等を通じて、業

務の習熟及びマニュアルの修正を図り、関係者相互の連携を深めていくこととする。 

 

第２章 避難所運営の基本原則 

１ 避難所に関する基本原則 

（１）開設の目的 

   避難所は、災害時、避難者に安全と安心の場を提供することを目的として開設する。 

 

（２）対象とする避難者 

原則、次の方を対象とする。 

・災害によって現に被害を受けた方 

・家屋の倒壊等により、自宅では生活できない方 

・ライフラインの被害等により、自宅では生活できない方 

・市長が発令する避難情報の対象となる者 

・市長が発令する避難情報の対象となる者ではないが、緊急に避難する必要がある者 

※帰宅困難者は、原則として本マニュアルで規定する避難者には該当しない（帰宅困難者は、原

則、開設された一時滞在施設に避難させる。ただし、移動により救助活動等に支障を生じさせ

る可能性がある場合には、一時的に避難所に滞在させる。）。 

 

（３）避難所の機能と役割 

避難所は、被災者の生命の安全を確保する避難施設として、また、一時的に生活する施設として重

要な役割を果たすものである。 

   避難所で提供されるサービスは、あくまでも一時的なものであり、必要最低限の生活を支援する

ものである。早期の生活再建につなげるよう、サービスの過剰供給に留意する。また、ライフライン

の復旧や仮設住宅等への入居が始まった場合、速やかに閉鎖する。 

  なお、避難所の設置期間は、災害救助法により原則として災害が発生した日から７日以内とす

る。 
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【避難所で提供する生活支援の主な内容】 

項目 内容 

安全・生活基盤の提供 

安全な施設への受入れ 

非常食、飲料水、毛布、生活必需品等の提供 

一定期間の生活の場の提供 

保健・医療・衛生支援 
傷病の治療、健康相談等の保健医療サービスの提供 

トイレ、風呂、ごみ処理、防疫対策等、衛生的な生活環境の維持 

情報支援 
災害情報、安否確認等の提供 

復興支援情報等の提供 

コミュニティ支援 コミュニティの維持・形成の支援 

 

２ 避難所の運営体制 

避難所を利用する人を中心とした自主的な運営組織である、避難所運営委員会を立ち上げる。 

  避難所運営委員会による自主運営を原則とし、市、施設管理者、ボランティア、地域住民等が相互に

連携して避難所運営を行う。 
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【主な役割・避難所運営委員会の立ち上げ】 

 

主体 関係者 役割 

市職員等 市災害対策本部 避難所開設の決定 

初動地区隊（緊急初動要員） 

（避難所管理者） 

地域情報の把握 

施設（避難所）の解錠 

災害対策本部との連絡 

避難所の開設・管理、避難者支援（初期） 

避難班 

（避難所管理者） 

災害対策本部との連絡 

避難所の開設・管理・運営、避難者支援 

避難所運営委員会立ち上げ支援 

避難所を拠点とした被災者支援 

避難者ニーズの把握 

災害ボランティアセンター 

（小平市社会福祉協議会） 

ボランティアの派遣調整 

施設 

避難所施設管理者 

（学校長等） 

施設（避難所）の解錠 

施設の被害状況確認及び復旧と避難所の開設・管

理・運営への協力 

施設（教）職員への避難所運営従事の指示・管理 

児童・生徒の安全確保、応急教育の実施、学校の

早期再開（学校の場合） 

市民 避難者 避難所運営委員会の立ち上げ、運営参加、協力 

自治会・自主防災組織等 
避難所の運営支援、避難所を拠点とする被災者支援

対策への協力 

ボランティア ボランティア（市内・市外） 避難所の運営支援 

 

 

 

 

初期避難所運営組織の立ち上げ：市職員（初動地区隊）、教職員、避難所開設準備委員会、 

初期避難者、地域住民等 

避難所運営委員会の設置 

避難所の運営を自主的に協議し、決定するために主に避難所を利用する者などで構成する運営機関 
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【避難所運営のための組織図例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【班・係・組のイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※避難所を利用する者（避難者や地域住民（自治会、自主防災組織など））が主体となって避難所

運営を行います。 

  ※避難所で物資の配給のみ利用する避難所外避難者も避難所業務を行う必要があるため、適切な役

割を検討し、必要に応じて班等を構成します。 

 

【運営の主体】 

災
害
対
策
本
部 

市職員 

（避難班） 

施設管理者 

（学校長等） 

ボランティア 

災害ボラン

ティアセン

ター 

避難所 

【運営の協力】 

・各種支援 

（人・物等） 

・連絡調整 

など 

・連絡調整 

・各種要請 

など 

【避難所運営委員会】 

委員長・副委員長・班長 

【運営の主体】 

委員長 

副委員長 副委員長 

組 組 組 組 

班長 

係 係 

班 

組 組 組 組 

班長 

係 係 

班 

組 組 組 組 

班長 

係 係 

班 

【避難所運営委員会】 

委員長 

班 

班 

班 

班 

班 

班 

班 

班 

副委員長 

副委員長 
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３ 避難所運営の流れ 

  災害発生後、時間経過による避難所運営に係る大まかな流れは以下のとおりである。 

 

【避難所運営の大まかな流れ】 

【
初
動
期
】
災
害
発
生
～
概
ね
24
時
間 

関
係
者
の
参
集 

 

避
難
所
の
開
設
準
備 

 

避
難
所
開
設 

 

【
展
開
期
・
安
定
期
】 

２
日
目
以
降 

組
織
の
設
置
・
運
営 

 

【
撤
収
期
】 

避
難
所
閉
鎖 

 

  

緊急初動要員（市職員） 施設管理者等（学校等） 

初期避難所運営組織の設置、避難所開設準備 

（市職員・施設管理者・避難所開設準備委員会、初期避難者等が連携して実施） 

施設の安全点検／応急危険度判定（建築班） 

資器材の確認、利用スペースの確保 

避難所運営委員会の設置 

班編成 

避難所運営会議の開催 

避難所運営委員会の縮小 

避難所運営委員会の廃止 

物資・食料の確認等 

避難者 

避難所開設準備委員会 

総合受付の設置 

避難者の居住スペースの振り分け・誘導 

各居住スペースで避難者の受付 
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第３章 避難所運営の手順 

１ 地震等の災害発生から概ね２４時間程度（初動期） 

災害発生直後の混乱した中で、施設の安全を確保し、避難所を開設、運営するために必要な業務を行

う期間である。 

 

【想定される状況等】 

・いっとき避難場所に多数の避難者が集まり、精神的にも不安定な状況。各種情報の不足で避難者の

不安が拡大する傾向あり。 

・余震による二次災害のおそれや、火災の延焼拡大により、避難者が混乱 

・食料や物資の配布に伴うトラブルが発生しやすい。 

・要配慮者や避難行動要支援者の状況把握が困難 

・行政は、市域全体の被害状況の把握が困難（被害状況、避難者の状況等） 

 

【活動方針】 

  ・避難所となる建物の安全確認 

  ・避難者の安全確保、誘導 

  ・負傷者、避難行動要支援者の救援を最優先する。 

  ・避難所開設のための応急的組織の立ち上げ 

 

 【業務の全体の流れ】 

 

 

 ※発災時においては、避難所開設ファーストアクションカードや避難所開設チェックリストを実際に

確認しながら、避難所開設に向けて活動していく。詳細部分については適宜、避難所運営マニュアル

を参照する。 

 

  

応
急
的
な
組
織
の
立
上
げ 

避難所開設準備 

・施設の安全点検 

・スペースの確保 

・資器材、物資の確認等 

・災害対策本部等への連絡 

（防災無線） 

・避難所開設（市災害対策本

部からの指示による） 

・避難者の受入れ 

・負傷者の救護 

・広報 

参
集
・
避
難 
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（１）関係者の参集 

定められた基準に基づき、関係者が参集する。 

なお、避難所開設準備委員会のメンバーは、自ら及び家族の安否確認、安全確保を行った後、家族

に自分の業務内容を伝えてから参集する。 

 

【参集基準】 

関係者 基準 業務内容 

緊急初動要員（市職員） ・震度６弱以上の地震発生した場

合 

・震度５強だが、大規模な被害が予

想される場合など 

区域内の被害状況を確認し、住

民の避難誘導及び避難者の安全

確保等を行う。 

施設管理者 各施設で定める基準 施設利用者の安全確保・避難誘

導を最優先する。併せて、施設の

安全確認等を行う。 

避難所開設準備委員会 避難所開設準備委員会により定め

る基準（概ね震度６弱以上） 

避難者の安全確保に協力する。 

 

（２）初期避難所運営組織の立ち上げ 

緊急初動要員、施設管理者（学校等）、避難所開設準備委員会、初期避難者などにより、応急的な

避難所運営組織（＝初期避難所運営組織）を立ち上げる。 

 

（３）避難者の安全確保 

   避難者に対し、施設の安全が確認されるまで建物内への立ち入りを禁止し、校庭等で一時待機す

るよう要請する。その際、施設内への受入れを想定し、できるだけ自治会などでまとまるよう呼び

かける。 

   原則として、災害対策本部が避難所開設を決定し、受入れ準備が整うまで、建物内への立ち入り

は禁止する。ただし、荒天時等やむを得ない場合は、施設の安全点検が終わり次第施設内へ誘導す

る。その際、避難者には場所の移動を前提としての受入れであることを十分説明する。 

 

（４）避難所開設準備 

①施設の安全点検 

避難所を開設するに当たって、使用の可否を判断するため施設の安全点検を行う。 

  災害対策本部から建築班又は応急危険度判定士が派遣され、施設の応急危険度判定を実施する。 

しかし、状況によっては、建築班の到着が遅れる場合もあるため、その場合は緊急初動要員や施設

管理者などの初期避難所運営組織で安全点検を行う。 

 

【実施手順】 

  ア ２人１組体制でチェックシートを活用し、目視点検を実施する（可能な限り、緊急初動要員を

含めた２人で実施する。）。 

    ※体育館等の広いスペースをもった場所から点検を始める。 
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イ 避難所として使えるか否かを決定する。 

使用可能 
・避難所として使える場所を決める。 

・危険な場所がある場合は、立入禁止とする。 

使用不可能 

・「要注意」の判定の場合は、災害対策本部に報告し、建築班等応急危険度判

定士の派遣を要請する。 

・安全点検の結果、「危険」や「要注意」の建物に、既に避難者がいた場合に

は退出させる。 

ウ 避難所が「危険」、「要注意」の判定の場合は、別の避難所に移動させる。 

②施設の解錠 

施設開所時間内は、施設管理者が解錠する。これ以外の場合は、緊急初動要員もしくは参集した施

設管理者（施設（教）職員）が解錠する。 

③施設内の確認、スペースの確保、設営 

事前に作成している避難所レイアウト図（案）を基に、避難所運営に必要なスペースを確保し、設

営する。 

※新型コロナウイルス感染症等の感染法上の位置付けが「新型インフルエンザ等感染症（いわゆる

２類相当）」となっており、感染症法の分類で特別な特定（「自宅療養者」や「濃厚接触者」）

がある場合は、「○○避難所運営マニュアル感染症対策編」も踏まえた上で準備・運営をしてい

く。 

ア 安全点検が済んだ部屋から、施設内の落下物や散乱物等を除去し、避難スペースを確保し、居

住スペースを設営する。可能であれば、施設管理者と共同で実施する。 

  イ 学校の場合、主として体育館を使用するが、施設管理者との事前調整に基づき、教室等も含め

てスペースを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ ペットを連れた避難者がいる場合、屋外に飼養場所を設ける。 

エ 避難所として利用する場所には、利用目的やその範囲などを貼紙の貼付等により周知する。 

オ 避難所となる施設の校庭や駐車場などには、避難者による自動車、バイク、自転車の乗り入れは

禁止する。 

  

＊避難者の居住場所として避ける部屋 

校長室・事務室、職員室、会議室、保健室・医務室、給食室・調理室、放送室・視聴覚室、

物資の保管場所 

＊避難者の占有を避ける場所 

玄関、廊下や階段、トイレ、水場の周辺、皆が共用する設備周辺 

＊立入り禁止場所…理科室など危険な薬品や施設がある場所 

＊居住スペースは、あらかじめ区分けし番号付け（Ａ－１、Ａ－２、Ｂ－１など）をしてお

き、避難者カードの最下部にある居住区分と対応させます。番号を記入しておくと避難者の

居場所が把握しやすくなります。 

＊避難所の開設時に避難者全員にワンタッチパーティション（間仕切り）、多目的簡易ベッ

ド等が行きわたらない場合は、高齢者や障がい者、女性、こども等へ優先的に設置します。 
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カ 総合受付の設置 

（ア）目的 

各居住スペースの受付（一般用受付、専用受付）とは別に、総合受付を設置する。総合受付

は、避難者の健康確認や適切な居住スペースの確認を行い、避難者を各居住スペースへ振り分

ける役割を担う。 

また、ボランティア及びペットの受付も総合受付で実施する。 

※総合受付内で各種受付のスペースが確保できない場合は、適宜、付近に増設する等をして対

応する。 

居住スペースは、一般用スペース（健康な方が居住するスペース）、発熱等有症状者専用ス

ペース、感染者専用スペース、要配慮者スペース等を設ける。総合受付で受付をした後、一

般用スペースの受付は体育館等に設置する一般用受付で行い、発熱等有症状者専用スペー

ス及び感染症専用スペースの受付は、それぞれ居住スペース付近に設置する専用受付で行

う。要配慮者スペース等の受付は、一般用スペースの受付と同様に一般用受付で行う。 

（イ）設置場所 

   感染症対策及びスペースの確保のため、原則、屋外に設置する。 

（ウ）準備するもの 

クイックテント、机、椅子、筆記用具、アルコール消毒液、避難者カード、【受付時用】健

康確認チェックシート、同行避難ペット登録票、ペット登録台帳等 

   キ 一般用受付、専用受付の設置 

机、椅子、筆記用具、避難者健康チェックシート、居住場所配置図（管理用・配布用）等を準

備する。 

 

  

＊東京都震災対策条例により車両での避難は禁止されています。 

＊災害時には、人命救助や消火活動等のため大規模な交通規制が実施され、新たな自動車の

乗り出しの自粛を要請されることが想定されます。 
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【避難所内に設けるスペース（例）】 

用途分類 用途 備考 

避難所運営用 総合受付 各避難所の受付から離れた外の場所で、できるだけ密にな

りにくい場所が好ましい。 

一般用受付、専用受付 居住スペースの入口に近い場所 

本部（事務局） 受付に近い場所。開設以降は、本部には必ず運営スタッフ

を常時配置する。 

スタッフ休憩場所 避難者以外の運営スタッフ 

会議場所 避難所運営委員会開催場所 

通信・広報 災害用特設公衆電話、掲示板等の設置 

救護活動用 救護・相談 軽度のけが等の治療や各種相談を受ける。 

要配慮者のための一時

的スペース（介助・授

乳など） 

授乳室は、こどもの泣き声に配慮し、居住スペースとの近

接は避ける。おむつ交換場所は男女使用することを想定し

設置する。 

避難生活用 居住（一般用・要配慮

者用・発熱等有症状者

用・感染者用・補助犬

用等） 

自治会ごとにまとめる、子育て世帯を集めるなど工夫す

る。特に要配慮者用・発熱等有症状者用・感染者用・補助

犬用の居住スペースは動線に注意する。 

物資保管・配布 保管場所は、居住スペースと分ける。施錠できる部屋が望

ましい。 

更衣室 男女別に設置 

調理 調理室などの使用が可能な場合 

交流 共用の多目的スペース 

こどもスペース こどもの遊戯場所、勉強場所等も含む。 

屋外 トイレ・風呂・洗濯

場・物干し場 

排水や臭気に注意し、安全な場所に設置。 

男女別に設置し、防犯面でも配慮する。 

ごみ集積場所 居住スペースに臭気が届かないよう工夫する。ごみの搬出

が速やかにできるよう、ごみ収集車が出入りできる場所を

選定する。 

炊き出し 屋外にテントを設営することもあり。 

駐輪・駐車場所 原則乗り入れ不可。自宅倒壊などにより、やむを得ないも

ので、避難所運営に支障がない場合のみ一時的に許可す

る。 

荷下ろし場所 道路沿いで、トラックなどの大型車が侵入・停車しやすい

場所 

車両の進入経路 校庭等に物資搬送車両や緊急車両が入ることを念頭に入

れ、それらの車両が入れる門から校舎等の建物又はプール

（消火活動）までは、常設型施設やテント泊等の居住スペ

ースは配置しない。 

ペット飼養 校庭の一角など。動物へのアレルギーがある避難者や鳴き

声、臭気等に配慮し、居住スペースに近い場所は避ける。 



24 

【レイアウト図（案）～体育館などの場合～】 

  

舞台 

事務局（本部） 

物資保管 

救護スペース 
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物資受付・配布 
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 ④設備等の確認 

  ア 避難所内のライフラインや通信回線（電気、ガス、水道、トイレ（下水道）、放送設備、電

話、インターネット）等の使用の可否を確認する。 

イ 防災倉庫内の資器材や、施設所有の資器材、物資の使用の可否を確認する。 

  ウ 資器材や備蓄品が足りない場合、必要な物資等とその数量を把握し、災害対策本部に要請する。 

 

（５）避難所の開設 

施設の安全点検の結果、安全が確認でき、受入体制が整ったら、その旨を災害対策本部へ報告す

る。災害対策本部が開設の可否を判断し、その結果を指示する。 

また、避難所の開設については、貼紙の掲示などにより周辺住民に周知する。 

 

（６）避難者の受入れ 

避難所の開設後、校庭等に待機している避難者を順次受け入れるが、世帯単位で受け入れ、避難

行動要支援者、要配慮者等配慮が必要な者を優先する。 

避難者の人数・構成等に応じてスペースを指定し、貼紙やロープ等で表示する。 

また、立入禁止区域があれば同様に表示する。 

体育館の場合、車椅子の通路を確保する（１３０㎝以上）。 

 

 

 

 

 

 

 

  

在宅避難の推奨 

避難所生活はプライバシーを守ることが難しいこと、共同生活など環境の変化とストレスで、心と

体にさまざまな影響を及ぼすことが考えられます。特に感染症が流行した場合、不特定多数の人が

集まる避難所での生活は感染の危険が高まります。自宅が安全な方は、避難所へ避難する必要はあ

りません。受付する際、自宅の方が安全と思われる場合には、自宅に留まるよう「在宅避難」を案内

し、真に避難所への入所が必要な方を受け入れるよう留意します。 
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（７）避難者の受付 

 ①総合受付の手順 

  ア 避難者に手指消毒・検温を実施するよう伝える。 

  イ 避難者に【受付時用】健康確認チェックシートを記載するよう伝える。 

  ウ 記載済みの【受付時用】健康確認チェックシートの内容を確認し、該当の居住スペースの受付

へ移動するよう避難者へ伝える。※避難者が避難者カードを持っていない場合は渡す。（１世帯

に１枚ずつ） 

  エ 避難者が該当の居住スペースの受付へ移動する。 

 

総合受付の手順におけるフローチャート（避難者視点） 

「避難所管理運営マニュアル作成の指針【増補版】（新型コロナウイルス感染症対策編）（令和

２年８月作成）」を元に作成 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発熱等体調不良の自覚がある方は、⑦の流れになる。 

・④で受付担当が健康確認チェックシートを確認し、避難者カード受領後、症状によっては、⑧の

流れになる。 

【注意（※）】非接触式の体温計がない場合は、検温ごとの体温計の消毒が必要である。 

・ペットを受け付ける際は、避難者に同行避難ペット登録票を記載し、提出するよう伝える。提出

された同行避難ペット登録票を参考にペット登録台帳を作成する。 

・要配慮者など配慮を要する方々を優先に行うなど状況に応じて対応する。 
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一 般 用 受 付（専 用 受 付） 

② 
受
付
に
避
難
者
カ
ー
ド
、

【
受
付
時
用
】
健
康
確
認

チ
ェ
ッ
ク
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を
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す
る
。 

④ 

指
示
さ
れ
た
居
住
区
画
番

号
と
同
じ
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画
番
号
が
記
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さ
れ
た
ス
ペ
ー
ス
に
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る
。 
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付
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を
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認
す
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 ②一般用受付・専用受付の手順 

 ア 避難者に手指消毒を実施するよう伝える。 

 イ 避難者に避難者カードに必要事項を記入するよう伝える。 

 ウ 避難者から避難者カード、【受付時用】健康確認チェックシートを受け取る。 

 エ 受付担当者が、総合受付で【受付時用】健康確認チェックシートに記載された受付区分と同じ

であるか確認する。同じであれば、「居住場所配置図」を参照し、区画を割り当て、配置図、避

難者カード、【受付時用】健康確認チェックシート、避難者用健康チェックシートに居住区画番

号を記載する。その後、避難者用健康チェックシートを避難者へ渡し、居住場所を伝える。 

オ 避難者カード、【受付時用】健康確認チェックシートは避難者名簿作成に使用するため、保管

しておく。 

 

一般用受付・専用受付の手順におけるフローチャート（避難者視点） 

「避難所管理運営マニュアル作成の指針【増補版】（新型コロナウイルス感染症対策編）（令和

２年８月作成）」を元に作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・②で誤った受付に来てしまった場合等は、⑤の流れになる。 

 

 ・要配慮者などには必要に応じて記入を手伝う。 

・避難者カードは確実に回収し、記入漏れや回収漏れに注意する。 

・病院や社会福祉施設などの受入希望等の緊急を要する要望についてもカードへの記載を依頼し、名

簿に記入する。 

・回収した避難者カードは、紛失しないよう厳重に管理する。 

・カードの提出後、内容に変更等がある場合は、速やかに被災者管理班に申し出てもらい、修正する。 

・避難者が公開を希望した場合は、住所・氏名を避難所の伝言板へ掲出する。 

① 

手
指
消
毒
を
行
う
。 
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（８）避難者名簿の作成 

記入してもらった避難者カードを基に、避難者名簿を作成する。 

 

（９）避難所運営委員会立ち上げ準備 

初期避難所運営組織等を中心に、今後の避難所運営を行うための組織を立ち上げる。 

避難所運営の中心となる委員長１名、副委員長数名を検討する。なお、男性・女性双方から選出し、

構成員の４割以上は女性とすることを目標とする。 

 

 

 

 

  

＊避難所は住民の主体的な運営を行うことがポイントです。避難者受付時に単に受付をするの 

ではなく、避難者に「避難所運営でお手伝いが必要な際に声をかけて良いか」「避難所運営に 

どんな協力を頂けるか」などを確認します。 

＊避難者カードにより、避難者数を把握します。 

＊避難所におけるすべてのサービスは、避難者数を基に算出されます。 

＊本人による記入が困難な場合は、記入を手伝います。 

＊避難所運営の中心となる人 

 ・避難者の意見により推薦された人 

 ・自治会、自主防災組織の役員   などが考えられます。 
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２ 地震発生後２日目～３日目程度（展開期） 

避難者が避難所のルールに従って一応の生活の安定を確立する時期であり、本格的な避難所運営組

織を設置し、避難者自らが自立再建への足場を獲得するための支援を行う期間 

 【想定される状況等】 

・避難者数が流動的な段階 

・避難者が落ち着き始めるが、健康状態の悪化や衛生環境の悪化が懸念される。 

・物資の供給が始まるが、避難所間で格差が生じる場合がある。 

・ライフラインの回復状況により、水や食料の確保、入浴などについて、避難所外避難者からの要

望も増加する。 

・安否確認の問い合わせが殺到 

【活動方針】 

・避難所運営委員会を設置 

・班を中心に、マニュアルに基づいた避難所運営を行う。 

  ・避難者数や要望に応じて、適宜運営体制の見直しを図る。 

【業務全体の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

【避難所管理者（市職員）の業務】 

・避難所の記録・報告 

避難所運営会議、避難所内の活動や情報などについて、避難所状況報告用紙に記録し、１日に１

回午前１０時までに災害対策本部（避難班）へ報告する。また、今後の資料として活用できるよ

うにする。 

  ・防火担当責任者を指定し、防火安全対策を講じる。 

 

（１）避難所運営委員会の設置 

避難所を運営する上での意思決定機関として、避難所運営委員会を設置する。 

①役員の選出 

  委員長、副委員長のほかに、避難所運営の各業務を行う班の班長を選出する。 

班長の業務分担を軽減するため、副班長を複数置いても構わない。 

【班長の役割】 

１ 避難班からの指示、伝達事項の周知 ５ 施設の保全管理に対する協力 

２ 避難者数、給食数、物資の必要数の把握と報告 ６ 各避難者の要望のとりまとめ 

３ 物資の配布の指示 ７ その他避難所の運営に必要な協力 

４ 要配慮者の措置に対する協力  

 

 

避
難
所
運
営
委
員
会

の
設
置 

班
編
成 

 

避難所運営会議の開催 

↓  ↑ 

各班運営業務の実施 
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②避難所運営組織表の作成 

  組織表を作成し、受付周辺に掲出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）避難所運営会議の開催 

   災害対策本部との連絡調整事項、避難所内の状況把握や課題への対応等避難所運営を円滑に進め

るため、定期的に開催する。 

①開催回数及び内容 

 ア 回数：１日２回、朝食前と夕食後に開催する。 

 イ 主な会議内容 

  朝：報告、決定事項等の連絡及び確認 

    夕：避難所での課題や問題等への対策に関する協議等 

②構成員 

  委員長、副委員長、班長で構成する。会議には、必要に応じて、市職員、施設管理者等（学校教職

員）、ボランティアの代表者等も、オブザーバーとして参加する。 

 

（３）班編成・班ごとの業務 

①班の編成 

  避難所生活を自主的に運営していくための活動組織として、班を編成する。班ごとに業務を分担

し、必要に応じて係を設けるなどしつつ、避難者自身が積極的に運営に参加することとする。 

避難者数が多い場合は、班の中に組を設けることとし、班又は組を単位として、避難所における各

種連絡事項の伝達や、避難所での活動（炊き出しや日用品の配布、掃除等）を行うものとする。 

   

 

 

 

 

 

【班・係・組のイメージ図】 

 

 

 

 

 

  

＊避難所運営委員会は、避難所運営全般について協議を行い、方針を決定する機関です。また、

避難所管理者や災害対策本部と連絡を取り、避難所運営の調整を図ります。 

＊市職員及び施設管理者等（教職員等）が協力します。 

＊多様な視点に立った避難所運営を行うため、構成員の４割以上は女性とすることを目標とし

ます。 

＊役員の不在や退所に備え、後任人事も検討します。 

＊組は、生活上のまとまりです。 

＊組は、おおよそ５～１０世帯程度で構成します。 

＊既存のコミュニティがある場合は、そのコミュニティを活かして班や組を構成するよう努め

ます。なお、班（係）や組の編成は自主的に行うよう促します。 

＊必要な物資等の把握や配布は、組単位で行います。 

組 組 組 組 

班 

係 係 

組 組 組 組 

班 

係 係 

組 組 組 組 

班 

係 係 

避難所運営の活動組織 
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【避難所運営委員会（各班等）の主な業務内容（参考）】 

班等 業務内容 

委員長・副委員長 

避難所運営委員会の総括 

避難所管理者、施設管理者、災害対策本部、関係機関との連絡

調整 

取材対応 

総務班 

避難所運営委員会事務 

避難所レイアウトの設定 

防災資器材の管理 

避難所の記録 

情報広報班 

情報の収集 

情報の発信 

情報の伝達 

取材対応 

被災者管理班 

避難者名簿等の作成・管理（避難所避難者） 

受付窓口業務 

安否の問合せ対応 

郵便物等の取次 

食料物資班 

食料・物資の取りまとめ 

食料・物資の受入れ 

食料・物資の管理・配布 

炊き出し 

施設管理班 

避難所の安全確認 

避難所の防火・防犯 

避難所の設備管理（発電機や照明器具など） 

救護支援班 

負傷者等の支援 

要配慮者の支援 

避難者の相談対応 

衛生班 

避難所の衛生管理 

生活用水の確保 

ペット対策 

ボランティア班 

ボランティアの受入れ 

ボランティアの要請取りまとめ 

ボランティアの管理 

避難所外避難者支援班 

在宅等避難者名簿の作成・管理 

受付窓口業務 

安否の確認、物資や情報提供 

ニーズの把握 
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（４）避難所運営委員会（各班等）の具体的な業務内容 

①委員長・副委員長 

 ア 避難所運営委員会の総括 

・避難所内の状況を把握し、必要事項を協議し、決定する。 

・各班のメンバーへ的確な指示を行う。 

イ 避難所管理者、施設管理者、災害対策本部、関係機関との連絡調整 

    避難所の運営にあたり、避難所管理者、施設管理者、関係機関と連絡調整を行うとともに、定

期的に災害対策本部に報告し、避難所運営委員会（会議）で検討した事項について、調整や支援

要請等を行う。 

上記の関係者との連絡調整事項について、避難所運営委員会に伝達し、避難者に必要な情報を

提供する。 

緊急を要する連絡調整事項がある場合は、各班長と協議し、避難所運営会議で事後報告する。 

ウ 取材対応 

  原則として、取材には避難所運営委員会委員長が対応することとし、避難者のプライバシーに

配慮するよう要請する。これを守らないときは取材を中止する旨を伝え、毅然とした態度で接す

る。情報広報班と連携して対応する。 

②総務班 

  ア 避難所運営委員会事務 

    避難所運営委員会の事務局として、会議の開催連絡や協議事項の整理、記録等を行う。庶務的

な役割を担う。 

イ 避難所レイアウトの設定 

   事前に作成しているレイアウト図（案）を基に、被害状況や避難状況に応じたレイアウトを早

期に設定する。一度スペースを決めてしまうと移動が難しくなるため、要配慮者（特に避難行動

要支援者）等のスペースを優先して決めていく。 

   ・男女別更衣室、授乳室の設置等に配慮する。 

・避難者の最低限のプライバシーが確保されるよう、間仕切りなどを適切に配置する。 

   ・居住スペースだけでなく、避難所運営に必要な事務スペースや荷下ろし場等も確保する。 

   ・避難所外避難者を含む避難者の物資の配給拠点になるため、物資の配給場所及び物資保管場

所を設定する。 

ウ 防災資器材の確保・管理 

    ・備蓄資器材・設備を確認し、利用できるよう施設に配置し、維持管理をする。 

・避難者の混乱を避けるため、組立式の仮設トイレの設置や、停電している場合には自家発電

機、照明器具などの設置に優先的取り掛かる。 

・避難所運営に必要となる設備や資器材が不足する場合は、各班と協議しながら要望を整理

し、災害対策本部へ要請する。 

・必要に応じ、外部等に資器材の貸し出しを行う。その際は、必ず記録しておく。 

エ 避難所の記録・報告の協力 

  避難所管理者が実施する、避難所の記録・報告について、協力する。避難所内の情報を記録と

して一本化し、避難所運営会議の内容や避難所での出来事などを正しく記録する。 

③情報広報班 

ア 情報の収集 

    ・ラジオ、テレビ、インターネット、新聞などあらゆるメディアを活用し、正確な情報の収集
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に努める。必要に応じて避難所周辺の復興状況を調査し、避難者にわかりやすく整理して、

災害対策本部からの情報や連絡事項等と合わせて掲示する。 

    ・情報は常に新しくなるので、情報を得た日時は必ず記録する。 

    ・他の避難所との情報交換や地域住民からの情報収集を行い、地域の状況を把握する。ただ

し、デマに注意する。 

  イ 情報の発信 

    ・市からの適切な支援を受けるため、情報発信の窓口を一本化し、外部に対して正確な情報を

迅速に発信するよう留意する。 

     なお、外部発信した情報を整理しておく。 

    ・避難所には様々な情報が集まるため、地域の情報拠点として、地域への情報発信を行う。 

ウ 情報の伝達 

  ・避難所内の情報を効率よく、かつ漏れのないよう伝える。 

   ・避難者全員が情報共有できるよう努め、要配慮者への情報伝達には、特に留意する。 

・避難所運営会議での決定事項等や各班からの広報事項の要望をまとめ、掲示板や貼紙、連絡

用紙など適当な広報手段により広報する。なお、文書による情報伝達を基本とするが、特に

重要な情報や早急に連絡したい情報については、まずは、避難所運営会議で班長に伝達し口

頭で避難者に伝え、追って文書による情報伝達も行う。 

    ・掲示板に掲載する情報には、必ず掲示日時を記載する。 

・避難所は地域の情報拠点となるため、外部の人でも見ることができる場所に広報用の掲示板

を設置する。また、これとは別に、避難所運営用に伝言板や掲示板を設置し、管理する。 

    ・避難者に、定期的に掲示板を確認するよう周知する。 

    ・外国人や障がい者等の要配慮者で、情報が伝わりにくい場合は、災害対策本部と連携し、情

報伝達に十分配慮する。（多言語で表示された掲示物も使用する。） 

   ・避難者個人への連絡は、掲示板には担当者名を記載し個別に対応する等、プライバシーに配

慮する。 

    ・給水や物資の配布といった生活情報や、罹災証明書等市からのお知らせについては、広く周

知するよう掲示を工夫する。また、家族を捜す伝言板も設置する。 

    ・避難所外避難者も情報を確認に来るため、掲示板の設置位置や掲示内容に配慮する。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 取材対応 

   取材を許可するか否かの判断や、許可した場合の対応については、施設管理者や避難所管理者

に報告・相談の上、基本的に避難所運営会議で決定する。 

＊主な掲示内容は、次のとおり 

・最新情報（当日入った情報）  

・市役所からのお知らせ（罹災証明発行、被災者生活再建支援制度等）  

・生活情報（給水、ライフライン復旧情報、風呂等） 

・復興情報（求人、復興資金・融資など）  

・使用施設関連情報（避難所となった施設に関する情報） 

・相談所の開設情報（医師などの派遣情報） 

・その他（避難者同士の情報交換、安否確認情報など） 
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    ・原則として、取材には避難所運営委員会委員長が対応することとし、避難者のプライバシー

に配慮するよう要請する。これを守らないときは取材を中止する旨を伝え、毅然とした態度

で接する。 

  ・取材する際は、必ず受付で取材者用受付用紙に記入してもらう。取材者には、腕章、身分証

の着用を求め、避難者に分かるようにする。 

  ・避難所内の取材・見学は、必ず班員が立ち会うこととし、避難者への取材は本人が同意した

場合のみとする。 

④被災者管理班 

ア 避難者名簿の作成・管理 

   ・避難所受付窓口（総合受付・一般用受付・専用受付）を設置し、避難者カードへの記入によ

る避難者の登録を行う。 

   ・体調の悪い方、目の悪い方、外国人等は本人の希望に応じて記入を手伝う。 

・避難所を退所する避難者から退所届を受理し、登録解除の手続を行う。 

   ・避難者カード及び退所届は世帯単位で作成し、避難者名簿に登録されている人数が避難所で

の支援サービスの基礎となることを周知し、必ず提出してもらう。 

   ・避難者名簿を作成し、毎日の登録された避難者数を確認し、避難所運営会議に報告する。 

・避難所外避難者支援班と連携し、避難所外避難者についても、支援物資の配布等に活用するた

め、避難者カードに記入してもらい、名簿に登載する。支援が必要なくなった場合は、受付に

届け出るよう依頼する。 

・都合で避難所の変更があるときは、当該避難所を退出する際に本人へ避難者カードを交付 

し、変更先避難所に提出するよう指導する。 

・ペットを連れてきている場合は、ペット登録台帳を作成する。 

 

 

 

 

 

 

イ 受付窓口業務 

    ・避難所への人の出入りの管理を行う。 

    ・避難者以外の居住スペースへの立ち入りは、原則認めない。訪問者との面会場所は、避難所入

り口付近を指定し、周知徹底させる。 

    ・避難者が外泊する際は、外泊届の手続を行う。 

    ・避難者の呼び出しなどのため放送設備を使用する際は、必要最低限とし、時間帯等他の避難者

に配慮する。 

ウ 安否の問い合わせ対応 

   避難者のプライバシーと安全を確保するため、問い合わせ窓口は一本化する。個人情報を取り

扱うという立場を踏まえながら対応する。 

・電話などによる安否確認や所在確認の問合せや呼出しに対しては、「避難者名簿」に基づいて

迅速に対応する。 

   その際、避難者カードに、自分の安否情報提供に同意するか否かを選択する項目があるため、

必ず確認する。 

＊避難者名簿の作成は、避難所を運営する上で最初に行う仕事です。 

＊安否確認や食料・物資を全員に効率的に安定供給するために不可欠なものですので、できる

限り迅速かつ正確に作成するよう努めましょう。 

＊避難者名簿により空きスペースを把握し、避難所レイアウトの再検討に活用します。総務班

によるレイアウト変更などに協力します。退所する際は、必ず届けるよう依頼します。 
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・電話の取り次ぎは行わない。伝言板等を活用し、本人からかけ直すよう伝える。 

 

 

 

 

    ・来訪者に対しては、受付や面会場所などを一本化し、来訪者が避難所内にむやみに立ち入らな

いように注意する。入口近くに面会場所を設置し、周知徹底する。 

エ 郵便物等の取次 

  迅速かつ確実に受取人へ手渡すためのシステムを構築する。 

・郵便物は避難者に直接手渡してもらうことを基本とするが、初動期から当面の間は多数の避

難者により混乱するため、受付でまとめて受領する。 

・必ず「郵便物等受取台帳」を作成し、紛失にはくれぐれも注意する。 

・掲示板や班長等からの伝言により、受付に本人が受け取りに来ることとする。 

・避難所退去により受取人が不在の場合は、退所届を確認する。転出先を公開していい場合に

は、伝言し、非公開の場合には受取を拒否する。 

⑤食料物資班 

ア 食料・物資の取りまとめ 

  災害発生直後は、地域全体が混乱しており十分な食料の調達が得られないことが予測される。

そのため、市の備蓄や各自で持ち寄る個人備蓄により、２～３日を過ごすことも想定される。状

況が落ち着いてきたら、避難者の食料・物資に対する要望をまとめ、災害対策本部へ要請する。 

・避難所外避難者も含め、食料や物資の必要数を確認の上、食料依頼伝票と物資依頼伝票を災対

健康福祉部避難班に提出する。 

・要請に当たって食料物資班は、被災者管理班と協力しつつ、毎日の避難者数を把握し、その日

必要な物資・食料を算定する。 

・状況が落ちついてきた場合、班長等の協力を得つつ、避難者から必要な食料・物資の調達の要

望を集める体制を作る。 

・要配慮者の食事確保に十分留意する。 

イ 食料・物資の受入れ 

  災害対策本部から届く救援物資等を効率よく避難所内に搬入する。 

  ・当番制を組み、荷下ろしや搬入のための人員を確保する。 

・物資の受入れに伴う作業や、物資の保管・管理は、避難所にとっても相当の負担となることか

ら、要請にあたっては余剰物資が発生しないように注意する。 

・ボランティア班と協力して、物資受入れのための人員を確保する。 

・物資の受入れの際には、物資管理簿と物資在庫管理表に受け入れた物資や数量などを記入し、

物資の在庫管理を行う。 

・不要な物資が到着した場合は、受入れを拒否することも検討する。 

・食料は、常温で保存できるものを除き、冷蔵庫の整備ができるまでは保存しない。 

ウ 食料・物資の管理・配布 

・避難所運営会議の中で、あらかじめ配布ルールを決めておく。 

・物資や食料が不足する場合は、高齢者やこども、妊婦などの要配慮者に優先的に配布する。 

・人数が多い家族の物資が足りないということがないように、家族の人数によって配布数を決

めるように配慮する。また、特定の避難者だけに物資等が集中しないよう注意する。 

被災直後は、「施設宛て」と「避難者宛て」の電話が混乱するので、誰が電話対応するのか、

あらかじめ決めておきます。このとき、電話番を当番制にするなど、特定の人に負担がかから

ないようにします。 
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・避難所外避難者へも配布する。 

・配布方法は、状況や品物などに応じて適切な方法を用いる。 

     混乱を防ぐため、組ごとの配布を原則とするが、女性専用の物資などは女性の担当者を配置

し、個別に窓口配布する等配慮する。 

・食料の配布を行う際は、アレルギーに配慮する。 

・配布する物資とその方法は、掲示板等で周知する。 

・物資を配布した際は、品名や数量を物資管理簿と物資在庫管理表に記載し、在庫管理を行う

とともに、計画的な配布を心がける。 

・食品の保管には、施設管理者や総務班の協力のもと、必要な冷蔵設備を調達する。 

・道路障害物の除去が遅れ、輸送が困難な場合、給水が可能となるまでの間は、飲料貯水槽、

応急給水栓等を利用し、飲料水の確保に努める。 

エ 炊き出し 

  調理施設等が衛生的に利用でき、防火対策が講じられる場合は、避難者全員で協力して炊き出

しを行い、健康な食生活が送れるよう努める。 

・施設管理者やボランティア班と協力して、炊き出しのための調理設備や人員を確保する。不

足する場合は、調達を依頼する。 

・施設にある調理器具等は、施設管理者の許可を得て使用する。不足する場合は、災害対策本

部へ要請する。 

・避難者全員による当番制とし、女性や一部の避難者に負担が集中しないよう配慮する。 

・炊き出しの献立には、ボランティア班や組長に協力を依頼し、食品衛生や栄養管理の資格を

もった避難者を募集し、アドバイスを得るよう心がける。 

・要配慮者やアレルギー体質の方等、特別な配慮が必要となる避難者には個別に対応する。 

・生活用水が不十分な場合は使い捨て容器を用いるなど、食器の衛生管理に配慮する。 

    

 

⑥施設管理班 

ア 避難所の安全確認（危険箇所への対応） 

  余震などによる２次災害を防ぐため、避難所の安全確認を実施し、危険箇所への対応を早急に

行う。 

・施設管理者の協力を得つつ、ガラスの破損や壁のはく落など避難所として利用するにあたり

危険となる箇所の修理・補修等の対策を計画的に進める。 

・応急危険度判定等により危険と判定された箇所については立入りを禁止し、貼り紙やロープ

を用いて注意を呼びかける。特にこどもが立ち入るおそれのある危険箇所については、バリケ

ードを作るなどして立入りを禁止する。 

イ 避難所の防火・防犯 

  災害後には、被災地の治安が悪化することや集団生活における火災の危険性が十分考えられる

ため、防火・防犯に留意するよう呼びかける。 

    ・施設全体の防火対策を行う。 

    ・室内での火気取扱いは原則禁止とする。 

また、焚き火や指定場所以外のタバコの禁止など防火ルールを作成する。（学校敷地内は禁

煙）。 

・火気を扱う場所に、消火器や消火バケツなどを設置する。 

＊食中毒に注意し、食材は原則加熱します。 
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    ・宿直や巡回制度（夜間も含む）を設け、防火・防犯対策の徹底を図る。 

    ・避難所全体の防犯意識を高め、弱者への暴力を許さない意識の醸成に努める。 

    ・避難所内に死角となる危険箇所がないか定期的に確認する。 

    ・不審者が発見された場合は、直ちに災害対策本部や警察に相談する。 

 

 

 

 

ウ 避難所の設備管理 

    ・発電機や照明器具などの管理を行うとともに、適切に配置されているか確認、調整する。 

    ・ガソリン等の危険物を詰め替える場所は、可能な限り屋外で安全に行う。 

    ・危険物の取扱いは、十分なスペースを確保して安全に行う。 

    ・危険物を使用する機器に異常を感じたら、直ちに使用を中止する。 

⑦救護支援班 

ア 負傷者等の支援 

    ・急病人等に対応するため、避難所内に医務室や救護・相談スペースを設置する。 

・プライバシーに配慮しつつ、避難所内のけが人、傷病者について把握する。 

また、本人や家族と相談のうえ、医療機関への収容も検討する。 

・避難所内で、医師や看護師などの専門家を募り、協力を依頼する。 

・近隣の救護所や医療機関の開設状況を把握し、必要に応じて協力を依頼する。重傷者や常

時、医療処置が必要となる避難者などは、災害対策本部に連絡し、速やかに医療施設への搬

送を要請する。 

・医療機関らの往診や健康相談の場を定期的に開催する。 

・避難所における医薬品の種類と数量を把握し、管理する。不足する前に補充を心がける。補

充に際しては、災害対策本部に連絡する。 

また、必要に応じて、薬剤師の派遣を要請し、使用方法等の指示を受ける。 

イ 要配慮者の支援 

  施設によっては、バリアフリー対応が不十分なため、車いす使用者や高齢者にとっては移動が

難しい場合がある。避難者には、率先して必要に応じた支援・介助を行うよう呼びかける。 

・プライバシーに配慮しつつ、避難所内の要配慮者（特に避難行動要支援者）について把握す

る。 

・要配慮者については、本人や家族と相談のうえ、福祉避難所や福祉施設などへの二次的な移

転について協議・検討する。 

・避難所内で、介護などの専門家を募り、協力を依頼する。 

また、災対避難班を通じて、必要な支援を行うことができるボランティアの派遣を要請す

る。 

    ・「要配慮者のための防災行動マニュアル」（小平市健康福祉部福祉政策課発行）を参考に、

不安な気持ちを抱いている要配慮者の立場に立ち、支援する心構えを持つ。 

 

 

 

 

＊夜間の出入り口は１か所のみとする等、防犯対策に努めます。 

＊巡回（夜間も含む）の際は、原則男女を配し実施するようにします。 

＊死角がある場合には、避難所内で共有し注意喚起します。 
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ウ 避難者の相談対応 

避難所での生活について、不安・疑問・不満等に対し、個別に相談できる窓口を設置し、スト

レス等の軽減に努める。 

・自立支援に向けての支援相談等の場を定期的に開催する。 

・災害対策本部から派遣される医療救護班や保健活動班と連携し、相談対応を行う。 

・様々な年代や性別の方を相談員として配置するよう努め、相談しやすい環境を作る。 

・避難行動要支援者の食事やトイレ、体調変化に気を付けるとともに、女性やこどもに対する

虐待や暴力にも注意する。 

・避難所運営上の疑問や不満等は、内容に応じて各班や避難所運営会議に報告し、生活ルール

の見直し等改善を図る。 

⑧衛生班 

ア トイレの確保 

    ・トイレが使用可能かを確認し、使用不可のトイレは貼紙などで周知する。 

    ・避難者数に応じたトイレの確保に努め、不足する場合は、災害対策本部に要請する。 

    ・トイレの使用についてルールを決め、周知する。 

    ・男女別（※）にトイレを設置し、プライバシーを確保する。男性用トイレと女性用トイレの

比は１：３とする（スフィア基準に準拠）。 

     ※性的マイノリティの方や異性介護者が使用できるよう、男女双方が使えるトイレについて

も、用意し、誰でも使用できる旨を表示する。 

    ・夜間の使用に備え、必要な照明を設置するなど、安全面での環境整備を行う。 

    ・トイレを屋外に設置する場合は、雨天、熱中症や寒さ対策のため、トイレを待つ人のための

テントや椅子を設置する。 

    ・トイレットペーパーの確保、在庫管理を行う。 

    ・手洗い用の消毒液を設置し、手洗いを励行する。 

二次的被害への対策 

災害における二次的な被害として、避難所において避難者が被る差別や心身の苦痛なども

含まれます。特に、要配慮者の方への配慮が重要です。加えて、性的マイノリティの方には

アウティング※が発生しないように避難所運営に当たって情報管理、コンプライアンスを

徹底します。 

※アウティング：誰かの性の在り方を第三者に勝手に伝えること。アウティングは、他人

の生命に関わることもあるような、重大な人権侵害でありハラスメントです。アウティン

グにより、それまでの生活が送れなくなることもあります。「よかれと思って」や「ここだ

けの話」でも、本人の同意なく他の人が伝えることが発生しないようにすることが大切で

す。 

「要配慮者のための防災行動マニュアル」 

高齢の方や障がいのある方等、要配慮者とその家族の方々が、災害に備え、災害が発生し

たときに適切な避難行動をとることができるよう、日ごろからの備えと対応をまとめてい

ます。 

また、地域の方に、要配慮者の特性を理解していただき、避難所も含めた地域での支援に

活用いただくことを目的としています。 
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イ ごみ処理・清掃 

    ・ごみの集積所を設置し、分別や清掃のルールを決め、周知する。 

    ・清掃用具を確保する。 

    ・原則として、居住スペースは毎日避難者自身が清掃し、共用スペースやトイレなどは、組ご

とに交代で清掃する。 

    ・性別による役割分担の固定化を防止するため、掃除は男女協働で実施する。 

    ・トイレの清掃作業に従事した後は、調理作業は避ける。 

ウ 生活用水の確保 

    ・プールや近隣の震災対策用井戸などの水を使用し、トイレ、手洗い、洗顔、洗髪、洗濯など

の生活用水の確保に努める。水の運搬は避難者が交代で行う。 

エ 入浴 

    ・施設内に入浴又はシャワーなどの設備がある場合、その使用について施設管理者と協議す

る。ない場合は、設置について検討し、災害対策本部に支援を要請する。 

    ・組ごとの入浴時間割を作成するなど、入浴支援を行う。 

  オ 洗濯 

    ・組ごとに洗濯の使用時間割を作成する。 

    

 

 

カ 避難所全体の衛生管理 

  ・避難者の中には、アレルギーの方がいることもあり、ほこりを防ぐため、開設時から土足禁

止とする。ただし、肢体障がい者の中には装具と靴が一体となり脱げない人もいるため、個

人の状況に応じ、配慮する。 

    ・消毒液を設置し、手洗いを励行する。 

    ・感染症予防対策として、マスクの着用やうがいを励行する。マスクやうがい薬などの予防薬

の調達に努める。 

    ・定期的（午前と午後に１回など）に窓やドアを開け換気を行う。 

    ・気温が高い、風が弱い、湿度が高い、急に暑くなった日は、熱中症に注意が必要なため、対

策として、のどが渇いてなくても、こまめに水分を摂るよう周知する。 

キ ペット対策 

  災害時には、多くの避難者がペットを同行して避難してくることが想定される。原則、避難所

ではペットを受け入れるが、様々な人が生活する避難所内で人間とペットが共存していくため、

一定のルールを設け、トラブルが発生しないように注意する。 

    ・ペットの飼養ルールを周知し、飼い主に徹底させる。 

    ・飼養スペースの清掃は飼い主による当番制とする。 

    ・アレルギー対策として、居室内へのペットの同伴は禁止する。ケージ等へ入れての同伴も認

めない（補助犬は除く）。 

    ・屋外に専用の飼養スペースを設ける。ブルーシート等により雨よけを設置する。 

 

 

 

 

＊子育て世帯や要配慮者の使用に配慮します。 

＊洗濯ものが見えないようにする等、プライバシーの保護にも配慮します。 
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⑨ボランティア班 

  避難所は、避難所運営委員会による自主運営が基本であるが、専門的な人材が必要な場合や避難者

だけでは人員不足等の際は、災害対策本部に対しボランティアの派遣を要請する。 

ア ボランティアニーズの把握、要請 

避難所の運営状況から、どの分野でボランティア支援を求めるかについて避難所運営委員会で

検討する。活動内容、人数を取りまとめ、避難班を通じて派遣要請を行う。 

  ・要請先   災害対策本部（避難班）を経由し災害ボランティアセンターへ 

  ・要請方法  防災行政無線、電話、ＦＡＸ等 

    ・要請内容  派遣場所、必要人数、業務内容、期間等 

 

【要請の流れ】 

                避難所 

 

 

 

 

 

 

 

イ ボランティアの受付、配置 

   《一般ボランティアの場合》 

・ボランティア受付窓口を設置し、災害ボランティアセンターから派遣されたボランティアの

受付を行う。ボランティアが持参するボランティア要請票を受領することで身分確認とし、ボ

ランティア要請票を持参しない者が来所した場合は、受け付けない。 

 なお、当日の活動終了後に、ボランティア要請票は返却する。 

・避難所に直接来たボランティアには、小平市災害ボランティアセンターで受付、登録するよ

う伝える。 

・受付にてボランティア活動者名簿に、氏名と活動開始時間を記入してもらう。活動終了後、

退所する際も同様とする。 

    ・ボランティア要請票の記載内容を確認し、当日変更が生じた場合を除いて、事前に要請した

活動に担当を決め配置する。 

   《地域住民ボランティアの場合》 

・地域住民が避難所等でのボランティアを申し出た場合は、一般ボランティアとは別に避難所

で受付、登録を行い、ボランティア受付・管理票により管理する。 

・ボランティア受付・管理票の記載内容を確認して担当を決め配置する。 

   ・地域住民ボランティアであることが分かるよう、腕章や名札等の着用を依頼する。 

＊補助犬はペットではありません（居室に同伴が認められます。）。 

＊補助犬は居室へ同伴しますが、他の避難者がアレルギーを起こす可能性がある場合は、別室

を準備するなど配慮が必要です。 

＊大型動物や特定動物（危険動物）、蛇などの爬虫類の同伴は禁止します。 

回答 

各班 

要望をまとめる 

ボランティア班 

全体の要望をま

とめる 

避難所運営会議 

必要な業務、人

数、期間等につ

いて協議 

災
害
対
策
本
部(

避
難
班) 

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー 

要請 要請 

回答 

派遣 
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   ・活動開始時と終了時は、ボランティア活動者名簿に記入してもらう。 

    ・ボランティア保険未加入の場合は、災害ボランティアセンターで加入してから活動するよう

伝える。 

ウ ミーティングの実施 

    ・活動開始前に、ボランティア班・一般ボランティア・地域住民ボランティアが合同でミーテ

ィングを行い、活動内容を確認、調整する。 

  エ 避難者とボランティアの交流機会を設ける。 

 

 ⑩避難所外避難者支援班 

  避難所外避難者（在宅避難者、車中泊者、テント泊者等）の受付、管理、支援を実施する。 

  ア 在宅等避難者名簿の作成・管理 

    被災者管理班と連携し、実施する。 

    ・避難所受付窓口を設置し、避難者カードへの記入による在宅等避難者（避難所外避難者）の

登録を行う。支援が必要なくなった場合は、受付に届け出るよう依頼する。 

    ・在宅等避難者名簿を作成し、毎日の登録された在宅等避難者数を確認し、避難所運営会議に

報告する。 

  イ 安否の確認 

・車中避難等、避難所外に自主避難している避難者の安否を確認する。 

ウ 物資や情報提供 

・避難所を拠点に、避難所外避難者に対して物資や必要な情報を提供する。 

エ ニーズの把握 

・避難所外避難者の安否の確認とともに、ニーズを把握する。 
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３ 地震発生後４日目～７日目程度（安定期） 

  避難生活の長期化に伴い、避難者の心身の抵抗力が低下し、また、要望が多様化する時期でもある

ため、柔軟な運営が求められる期間である。一方で、避難者数の減少に伴い、撤収も視野に入れつつ

避難所の自主運営体制を再構築する時期でもある。 

 

  【想定される状況等】 

・被災地外からの支援活動が本格化 

・避難所からの退所が増え、運営体制の見直しとともに避難所統廃合の検討を開始 

・避難生活の長期化に伴い、プライバシーの確保等対策が必要となる。 

・避難所内外の避難者間の公平性、応援・支援への依存の問題が生じ始める。 

・避難所となった施設の本来用途の回復が進む。 

 

【避難所管理者（市職員）の業務】※地震発生後７日目以降も同様に実施する。 

・避難所の記録・報告 

避難所運営会議、避難所内の活動や情報などについて、避難所状況報告用紙に記録し、１日に

１回午前１０時までに災害対策本部（避難班）へ報告する。また、今後の資料として活用できる

ようにする。 

 

（１）避難所運営会議の開催 

①開催回数 

避難所生活が落ち着いている時期であることから、連絡や協議事項が減少している場合は、１日１

回の開催に変更する。 

なお、特に連絡事項がない場合でも１日１回は必ず開催し、状況報告や問題点の協議等を行う。 

②避難所運営委員会の再編成 

  避難所からの退所等により、避難所が縮小することも考えられるため、実情に応じて役員の交代や

班の再編成を行う。 

 

（２）避難所生活の見直し 

   原則として、展開期と同様の避難所運営を行うが、必要に応じて生活ルールの見直しを実施す

る。 

   避難所生活の長期化により、避難者の体調悪化等が懸念されるため、食事内容や適度な運動・レ

クリエーションの実施なども検討する。 

 

（３）避難所運営委員会（各班等）の具体的な業務内容 

 原則として、展開期と同様の業務を行います。 

 ①委員長・副委員長 

  ・避難所運営委員会の総括 

  ・避難班との調整、連絡 

②総務班 

  ・避難所レイアウトの管理 

  ・居住スペースの再検討 
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③情報広報班 

  ・避難所情報の管理、提供 

  ・ライフラインの復旧状況等の生活情報や、生活再建のための各種支援情報等の伝達に努める。 

④被災者管理班 

  ・名簿を管理し、退所者の記録を変更する。 

  ・郵便物は、直接本人に手渡してもらう。 

なお、避難所へ立ち入る際は、受付で許可を得てから入室するよう依頼する。 

⑤食料物資班 

  ・物資・食料の管理。栄養が偏らないよう食事内容に配慮する。 

⑥施設管理班 

  ・避難所内の安全管理、秩序維持 

⑦救護支援班 

  ・避難者の体調を把握し、必要に応じて医師や保健所へ支援を求める。 

  ・高齢者や障がい者等、特別なニーズに対応する。場合によっては、福祉避難所への移送なども検

討する。 

⑧衛生班 

  ・ごみ処理や防疫対策を行い、避難所内の衛生環境の確保に努める。 

⑨ボランティア班 

  ・ボランティア活動の内容把握と割り振りの検討を行い、人員の過不足を調整する。 

 ⑩避難所外避難者支援班 

  ・名簿を管理し、支援対象者の状況を把握する。 

 

  

＊避難者の退所などにより、避難者数が減少します。施設本来の用途に戻せるよう、避難所の

縮小を図ります。 
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４ 地震発生後７日目以降（撤収期） 

  ライフラインが復旧し、日常生活が再開可能となるため、避難所生活の必要性がなくなる時期であ

る。 

また、仮設住宅等の提供が始まり、避難所施設の本来業務再開に向けた環境整備等を行う期間であ

る。 

 

（１）避難所運営会議の開催 

   避難所運営委員会は、ライフラインの回復状況等から、避難所管理者や災害対策本部と避難所の

撤収時期について協議する。 

 ①避難所撤収時期に関して、避難者の合意形成を図る。 

 ②各班に撤収に係る業務計画の作成を依頼する（いつまでに何をするのか）。 

 

（２）避難所の縮小、統合 

   避難者が退所した居住スペースは原則縮小し、避難所全体を縮小する。避難者が減少している場

合には、災害対策本部と調整の上、避難所の統合を行う場合がある。 

 なお、避難所を統合する際は、新たな避難所運営委員会を組織する。 

 

（３）各班の業務 

原則として、展開期と同様の業務を行う。 

①委員長・副委員長 

 ・避難所管理者や災害対策本部と調整し、避難所撤収の準備を行う。 

②総務班 

  ・避難所の閉鎖時期の概ねの目安をライフラインの回復状況におき、避難生活が慢性的に継続され

ることを回避する。 

 ・避難所の閉鎖時期、撤収準備等を避難者に説明し、合意形成を図る。 

③情報広報班 

  ・最新の情報の提供を行う。 

④被災者管理班 

  ・避難者名簿の整理、まとめを行う。 

⑤食料物資班 

 ・食料や物資の在庫を確認し、過不足を想定し、避難班へ連絡する。 

 ・借入機材等で不要になったものを返還する。 

⑥施設管理班 

 ・施設内の安全管理、秩序維持に努める。 

⑦救護支援班 

 ・避難者の体調を把握し、必要に応じて医師や保健所に支援を依頼する。 

⑧衛生班 

 ・ごみ処理や防疫対策を行い、避難所内の衛生環境の確保に努める。 

⑨ボランティア班 

 ・ボランティアの仕事内容を把握し、仕事が減少した場合は他の避難所等へ移動してもらうよう調

整する。  
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 ⑩避難所外避難者支援班 

 ・避難者名簿の整理、まとめを行う。 

 ・他班の業務を支援する。 
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第４章 避難所の閉鎖 

 原則として、避難者がいなくなった時点で閉鎖となるが、避難所運営委員会、避難所管理者、災害対

策本部及び施設管理者等で協議のうえ、閉鎖の時期を決定する。 

 避難所閉鎖の日をもって、避難所運営委員会を解散する。 

 

１ 原状回復 

  避難所閉鎖後は、施設本来の用途で使用するため、避難所となる以前の状態に戻す。 

  ・使用した設備や物資等に関し、返却、回収、処分等を避難所管理者、災害対策本部及び施設管理

者と協議して行う。 

  ・避難者は協力し、避難所として使用した施設内外の後片付け、整理・整頓、清掃、ごみ処理を行

う。 

 

２ 記録の整理 

  ・避難所運営に用いた各種の記録、台帳整理し、災害対策本部に引き渡す。 

その際、災害対策本部からの問い合わせ等に対応するため、避難所運営委員会の代表者等の連絡

先を明確にしておく。 
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規 則 等 
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            避難所運営委員会規約（案） 

 

（目的） 

第１ 自主的で円滑な避難所の運営が行われることを目的として、       避難所運営委員

会(以下「委員会」という。)を設置する。 

（組織） 

第２ 委員会は、避難者により構成する。構成員は、男女双方から成るものとし構成員の４割以上

は女性とすることを目標とする。また、多様な意見を聴取できるよう、配慮されるものとする。 

２ 具体的な運営業務を執行するため、班を設置する。 

３ 班は、総務班、情報広報班、被災者管理班、施設管理班、食料物資班、救護支援班、衛生班、

ボランティア班、避難所外避難者支援班及びその他必要となる班とする。 

（役員） 

第３ 委員会に、委員長１名、副委員長  名、班長  名を置く。 

２ 委員長は、委員会の業務を総括し、副委員長は委員長を補佐する。また、班長は、避難所での

具体的な運営業務を総括する。 

３ 委員長・副委員長には男性と女性の双方を配置する。 

（廃止） 

第４ 委員会は、電気、ガス、水道などのライフラインの復旧時を目処とする避難所閉鎖の日に、

廃止する。 

（任務） 

第５ 委員会は、避難所の運営に必要な事項を協議する。 

２ 委員会は、毎日、午前   時と午後   時に定例会議を行うこととする。 

３ 委員会で承認されたときは、自治会、自主防災組織、継続的に活動するボランティア団体の代

表者や、災対避難班等の市職員、施設管理者等は、委員会に出席し意見を述べることができる。 

（総務班の業務） 

第６ 総務班は、主として災害対策本部との連絡、避難所の管理に関することを行う。 

２ 避難所内の秩序維持に努める。 

３ 避難所の消灯を午後   時に行う。ただし、体育館などは照明を落とすだけとし、廊下、職

員室などの管理のために必要な部屋は消灯しない。 

４ 退所状況等を踏まえ、避難所内の配置変更を定期的に行う。 

５ 委員会の事務局を務める。 

（情報広報班の業務） 

第 7 情報広報班は、自ら、また災害対策本部などと連携し、生活支援情報を収集・広報する。 

２ 委員会の決定事項を避難者に伝達する。 

（被災者管理班の業務） 

第８ 被災者管理班は、避難者の名簿の作成、管理に関することなどを行う。 

２ 名簿は、避難者の世帯ごとに作成する。 

３ 電話の問合せや避難者の呼出しに関することなどを行う。 
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（食料物資班の業務） 

第９ 食料物資班は、避難所の食料・物資の配給に関することを行う。 

２ 備蓄物資の在庫確認を行うとともに、必要数の把握、物資に関する相談受付、不足物資に関す

る災害対策本部への要請、物資の保管・管理・提供等を行う。 

３ 女性や要配慮者のニーズ把握に配慮し、配給担当には女性も配置する。 

４ 公平性の確保に最大限配慮して配給を行う。  

５ 避難者以外の近隣の避難所外避難者にも等しく食料・物資を配給する。 

６ 不要な救援物資が到着した時は、受領を拒否する。 

（施設管理班の業務） 

第 1０ 施設管理班は、避難所の安全確保を行う。 

２ 避難所におけるパトロールを行い、特に女性やこどもの安全を守る。 

３ 危険箇所への対応や、防火対策を行う。 

（救護支援班の業務） 

第１１ 救護支援班は、負傷者等や避難行動要支援者など特別なニーズのある被災者への支援を行

う。 

２ 相談窓口を設け、相談対応と各班への情報伝達、引継ぎを行う。その際、女性や乳幼児のニー

ズ把握に配慮し、窓口には女性も配置する。 

（衛生班の業務） 

第１２ 衛生班は、保健所等からの指導等を参考に、トイレ、ごみ、防疫、ペットに関することな

ど、避難所の衛生管理を行う。 

２ 飲料水や手洗い用の水などの生活用水の確保を行う。 

（ボランティア班の業務） 

第 1３ ボランティア班は、ボランティア受入対応を行う。 

２ ボランティアセンター等の連絡・仲介に対応する。 

（避難所外避難者支援班の業務） 

第１４ 避難所外避難者支援班は、在宅避難者、車中避難等、避難所外に自主避難している避難者

への支援を行う。 

（その他） 

第１５ この規約にないことは、その都度、委員会で協議して決定する。 

 

付 則 

 この規約は、    年    月    日から施行する。 
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避難所での生活ルール 

施設名：○○避難所 

 

１  この避難所は、災害時における地域住民等の生活の場であるとともに、地域の防災拠

点です。 

２  この避難所の運営に必要な事項を協議するため、避難所を利用する人の代表等を中心

として、避難所運営委員会を設置します。 

   円滑な運営を行うため、避難所運営委員会の指示に従ってください。 

３  班や係、組を作り、避難所運営に関する業務を分担します。 

   避難者は、当番などを通じて、自主的に避難所運営に参加してください。 

４  避難所は、電気、水道などライフラインが復旧する頃をめどに閉鎖します。 

５  避難者は、家族単位で登録する必要があります。 

   避難所を退所するときは、被災者管理班に退所届を提出してください。 

６  避難所内は、土足禁止です。ただし、肢体障がい者の中には装具と靴が一体となり脱

げない人もいるため、個人の状況に応じ、配慮します。 

７  犬、猫などの動物類を居住スペース内に入れることは禁止します（補助犬は除く）。 

ペットを連れてきた場合は、受付時にペットの登録もしてください。 

８  職員室、保健室、調理室など施設管理者や避難者全員のために必要となる部屋又は危

険な部屋には避難できません。 

   「立入禁止」、「使用禁止」、「利用上の注意」等の指示、貼紙の内容には必ず従っ

てください。 

９  避難所を利用する人の増減に合わせ、居住スペースの移動を行います。（居住スペー

スの移動をお願いすることがあります。） 

１０ 食料・物資は原則として全員に提供できるまでは配布しません。 

   食料・物資は避難者の組ごとに配布します。 

   食料は、朝   時、昼   時、夜   時に配布します。 

   ミルクやおむつなど、必要とする方が限定されるものは、     で配布しますの

で、食料物資班に申し出てください。その他、特別な事情がある場合は、食料物資班に

申し出てください。 

   配布は避難所以外の場所に滞在する被災者にも等しく行います。 

１１ 点灯は、午前   時、消灯は、午後   時です。 

廊下は点灯したままとし、体育館など居住スペースの照明は消灯します。 

職員室など管理に必要な部屋は、盗難などの防止のため、点灯したままとします。 

１２ 放送は、原則として午後   時で終了します。 

１３ 電話は、原則として午前   時から午後   時まで、受信のみを行います。 

電話の内容は、放送による呼出し又は掲示板への内容掲示により伝えます。 

公衆電話は、緊急用とします。（携帯電話による通話も所定場所以外での使用は禁止
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とします。） 

１４ トイレの清掃は、朝   時、午前   時、午後   時に、避難者が交代で行い

ます。 

清掃時間は放送を行います。 

水洗トイレは、バケツの水で流してください。 

１５ 居住スペースの清掃は、朝   時に、各自が行います。共用スペースの掃除は、午

前   時に、組（班）ごとに交代で行います。 

１６ ごみは分別して、指定された場所に出してください。 

１７ 避難所は禁煙です。飲酒も控えてください。裸火の使用も禁止します。 

１８ 各種伝達情報は、掲示板に貼ります。 

１９ 避難生活上困ったことがあった場合は、救護支援班に申し出てください。 
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ペットの飼養ルール 

 

 避難所では、多くの人たちが共同生活を送っています。飼い主の皆さんは、次のことを守

って避難所生活を送ってください。 

 

１  ペット（補助犬除く）は、居住スペースに連れて行かないでください。 

２  ペットは、指定された場所に必ずつなぐか、指定された場所において、飼い主が持参

したケージ等の中で飼ってください。 

３  動物の飼養に必要な資材（ケージ・その他の用具）と当面の食料は、飼い主が用意す

ることが原則です。 

４  飼養場所や施設は、飼い主の手によって常に清潔にし、必要に応じて消毒を行ってく

ださい。 

５  ペットに対する苦情や他の避難者等への危害防止に努めてください。 

６  屋外の指定された場所で排泄させ、後始末をきちんと行ってください。 

７  餌をあげる時間を決めて、その都度きれいに片付けてください。 

８  ノミ・ダニの駆除に努めてください。 

９  運動やブラッシングは、必ず屋外で行ってください。 

１０ 迷子札等を装着してください。 

１１ 飼養困難な場合は、一時預かりが可能なペットホテルや動物病院などの施設、動物愛

護センターに相談してください。 

１２ 他の避難者との間でトラブルが生じた場合は、速やかに避難所運営組織（総務班・衛

生班）まで届け出てください。 
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避難所の防火安全対策 

 

 避難所での火災発生を防止するとともに、万が一火災が発生した場合には、その被害を最

小限に止めるため、次に掲げる防火安全対策を図る。 

 

１ 防火担当責任者の指定 

  避難所における防火管理上必要な業務を行う「防火担当責任者」を定める。 

２ 火気管理の徹底 

居住スペース内では、カセットコンロ等の調理器具の使用はせず、石油ストーブ等の暖

房器具を使用する場合は、転倒防止措置を図るとともに、衣類、寝具等の可燃物から安全

な距離を保つよう注意する。 

３ 消防用設備等の確認 

  消火器、避難器具等の設置位置、操作要領を把握するとともに、地震等により消防用設

備等が使用できない状態となっていないか確認し、破損等している消防用設備等は「使用

不能」の表示を行うこととする。 

４ 避難施設等の管理 

（１）階段や通路等の避難施設は、火災予防または避難に支障となる物等を置かない。 

（２）避難口または主たる通路の設ける戸は、鍵等を用いず容易に開放できるようにする。 

５ 放火防止対策 

  避難所の屋内及び屋外、ごみ集積所等は、整理整頓に努めるとともに、定期的に巡回し

警戒にあたる。 

６ 自衛消防の組織の編成等 

  火災等が発生した場合の被害軽減を図るため、避難者による自衛消防組織を編成する。 

７ 避難所の見やすい場所に、「避難所の防火安全に係る遵守事項」を掲示し、避難者への

周知徹底を図る。 
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掲 示 物 
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避難所の防火安全に係る遵守事項（掲示用） 

 

１ 火災を発見したら周囲に大声で知らせる。 

  火災を発見した場合は、周囲に大声で火災の発生を知らせ、周りの人と協力して避難所運営委員会

への連絡、消火器を活用した初期消火を行います。 

２ 暖房器具を使用する場合は、周囲の安全に注意する。 

 居住スペース内で、石油ストーブなどの暖房器具を使用する場合は、転倒しないよう安定した場所に

設置し、衣類や寝具等の可燃物から安全な距離を保ちます。 

また、換気に注意します。 

３ 居住スペースでは、原則として調理器具を使用しない。 

  居住スペース内では、カセットコンロ等の調理器具は原則として使用しないでください。使用する

場合は、防火担当責任者の確認を受け、周囲に可燃物のない安全な場所で行ってください。 

４ 周囲の整理整頓を行う。 

  避難所の屋内及び屋外、ごみ集積所等は整理整頓に努め、避難所の周囲等に可燃物を放置しないよ

う注意します。 

５ 避難経路に障害となる物品を置かない。 

  通路や出入り口等に避難の障害となる物品を置かないよう注意します。 

６ 避難経路及び消防用設備等の確認をする。 

  居住スペースからの避難経路、消火器等の場所を確認しておきます。 
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ボランティア活動の際の注意事項（案） 

ボランティアの皆様へ 

避難所運営委員会 

 この度は、本避難所へのボランティアとして参加をいただき、誠にありがとうございます。 

 皆様に安全に、また気持ちよく活動していただくために、以下の各項目について、ボランティア

活動の際の留意点として、ご確認くださいますようお願いいたします。 

 

① ボランティア保険の加入はお済ですか。 

  ボランティア活動時は、必ず保険への加入をお願いします。保険に加入していない場合には、

ボランティアセンターへお問合せの上、保険の加入をお願いいたします。 

※ ボランティア保険には、東京都社会福祉協議会のボランティア保険(災害時特約付)などがあり

ます。 

また、大規模な災害の場合には、その災害を特定した保険が制定されていることもあります。 

② ボランティア活動の際には、受付時に渡される腕章や名札などの「ボランティア証」を身につ

けてください。 

③ 組で仕事をお願いする場合には、皆様のなかでリーダーを決め、仕事の進捗や完了時の報告を

お願いする場合があります。 

④ 本避難所では、ボランティアの皆様に危険な仕事は決してお願いしませんが、万一、疑問があ

れば、作業に取り掛かる前にボランティア班の担当者にご相談ください。 

⑤ 体調の変化や健康管理などは、各自でご注意の上、決して無理をしないようお願いいたしま

す。 

⑥ 被災された方の気持ちやプライバシーに十分配慮し、マナーを守った行動や発言・言葉遣いな

どに心がけてください。 

⑦ 食事や宿泊場所の提供はできません。 

⑧ その他、活動に際して不明な点等がありましたら、ボランティア班にご相談ください。 

 

以上、よろしくご確認のほどお願いいたします。 
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